
【参考資料】

①工期の設定（イメージ）

＜発注者指定方式＞

＜任意選択方式＞

②余裕期間を設定した工事の技術者等の配置について（イメージ）

※備考
　・任意選択方式の場合、受注者は、発注者が設定した余裕期間の範囲で工事開始日を選択できる。
　・別途履行中の工事に専任配置されている主任（監理）技術者であっても、発注者が設定した余裕期間内に当該別途工事の引渡しが完了するもの
　　については、配置予定技術者として入札参加が可能。

現場代理人の常駐が必要

主任（監理）技術者の専任配置が必要
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契約日

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

余裕期間

90日程度以内

契約工期

実工期（標準工事日数等）

工事

開始日 

工事完成

通知日

工事

着手日

完成検査

合格日

余裕期間中は、

技術者等の配置

が不要

工期の

始期日

（契約日の翌日）
工期の

終期日

契約工期

余裕期間 実工期（標準工事日数等）

30日以内

工事開始日 

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

契約工期

余裕期間 実工期（標準工事日数等）

工事開始日

期限 

【発注時】

余裕期間 実工期（標準工事日数等）【契約時】


